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大洗廃棄物管理事業変更許可申請対象条文の確認及び理由 

令和 4 年 12 月 8 日 

 

【施設・設備】；共用設備 

【変更内容】 ；共用設備に係る記載の見直し及び移動モニタリング設備の削除 

No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

1 

（遮蔽等） 

第二条 廃棄物管理施設は、当該廃棄物管

理施設からの直接線及びスカイシャイン

線による事業所周辺の線量を十分に低減

できるよう、遮蔽その他適切な措置を講じ

たものでなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、平常時における廃棄物管理施設からの直接線及びスカイシャイ

ン線により公衆の受ける線量が第１７条第１項の放射性物質により公衆の受ける線

量を含め、法令に定める線量限度を超えないことはもとより、ALARA の考え方の下、

合理的に達成できる限り十分に低いものであること（「発電用軽水型原子炉施設の安

全審査における一般公衆の線量評価について」（平成元年３月２７日原子力安全委員

会了承））を参考に、「実効線量で50マイクロシーベルト／年以下」を達成するため、

線量若しくは放射能の高い廃棄物を取り扱う設備又はこれを囲む設備に遮蔽機能を

設けることとし、建家のコンクリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行うよう

設計する。 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、事業所

周辺の線量を十分に低減できるよう、遮蔽その他適切な措置を講

じた機能を有するものでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

2 

２ 廃棄物管理施設は、放射線障害を防止

する必要がある場合には、管理区域その他

事業所内の人が立ち入る場所における線

量を低減できるよう、遮蔽その他適切な措

置を講じたものでなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、遮蔽設計にあたり、放射線業務従事者の立入頻度、立入時間を

考慮して関係各場所を適切に区分し、それぞれ基準とする線量率を定め所要の遮蔽を

施し、又は作業時間の制限が行えるように考慮すること、遮蔽設備に開口部又は配管

その他の貫通部分がある場合であって放射線障害を防止する必要がある場合には、放

射線の漏えいを防止するための措置を講ずること、遮蔽設計に用いる線源は、機器類

の内包量や施設内での 大取扱い量などを考慮し、遮蔽計算上厳しい評価結果を与え

るように線源条件を設定し、遮蔽設計においては、遮蔽体の形状、材質及び寸法を考

慮し、十分な安全裕度を見込む設計とする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、管理区

域その他事業所内の人が立ち入る場所における線量を低減でき

るよう遮蔽その他適切な処置を講じたものでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

資料 2-3 
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

3 

（閉じ込めの機能） 

第三条 廃棄物管理施設は、放射性廃棄物

を限定された区域に適切に閉じ込めるこ

とができるものでなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、放射性物質による空気汚染のおそれのある区域には、排気設備

を設け、汚染に起因する放射性物質及びその放射線量に応じて、適切に区画し、負圧

に維持することにより、内部の空気がその外部に流れ難い設計とする。 

具体的には、廃棄物を開放して取り扱う設備及び処理設備に閉じ込め機能を設け

る。また、α封入設備、α焼却装置、αホール設備、α固体処理棟予備処理装置は、

β・γ核種を取り扱う設備より負圧を深くし、隣接する区域の空気はこの区域に流入

するようにして、他の区域へ流れ難いように設計する。このうち、α放射性物質を非

密封で取り扱うセル、ホールは、気密設計とし、主にステンレスライニングを施すよ

う設計し、気密度があらかじめ定めた値以下となるようにするとともに、これらのセ

ル、ホールは気密設計にするほか内部を負圧に維持する。また、万一排気設備の故障

が発生した場合は、セル系排気設備の気密弁により閉止し、気密度が維持できるよう

に設計する。 

液体廃棄物を内蔵する設備及び機器は、漏えいの発生防止、漏えいの早期検出及び

拡大防止する設計とし、ピットや堰、漏えい検出器を備え、貯槽はステンレス鋼板又

は合成樹脂でライニングし、漏えいを防止する設計とする。また、建家については、

建家外への漏えい防止、敷地外への管理されない放出の防止を考慮した設計とする。 

廃棄物管理施設において閉じ込め機能を設ける設備を表 1 に示す。 

なお、廃棄物管理施設の設計及び管理に際しては、「核燃料物質又は核燃料物質に

よつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則」を遵守するとともに、気体廃

棄物は、排気浄化装置を通した後、放射性物質の濃度を監視しながら排気口から放出

する。また、放出に当たっては、周辺監視区域外の空気中の放射性物質の濃度が「線

量告示」の濃度限度以下となるようにするとともに放出される放射性物質による周

辺監視区域外の一般公衆の線量が合理的に達成可能な限り低くなるようにする。 

 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、閉じ込

め機能を有するものでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

4 

（火災等による損傷の防止） 

第四条 廃棄物管理施設は、火災又は爆発

により当該廃棄物管理施設の安全性が損

なわれないよう、次に掲げる措置を適切に

組み合わせた措置を講じたものでなけれ

ばならない。 

一 火災及び爆発の発生を防止すること。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれ

ないよう、廃棄物管理施設の建家は、構造材料に不燃材を用い、主要な設備は、パ

ッキン、排気フィルタの枠を除き可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計

とする。やむを得ず不燃性以外の材料を使用する場合は、着火源を付近から排除す

る設計とする。 

焼却処理及び溶融処理を行う設備及び機器を構成する材料はもとより、付近の設

備及び機器を構成する材料は、伝熱及び輻射熱を考慮して耐火性、耐熱性及び耐食

性の材料を使用する設計とする。 

また、火災のおそれのある電気設備、予備電源設備、焼却や溶融処理を行う設備、

無停電電源装置は、過電流、温度上昇、圧力上昇、漏えいを検知し又は防止する設

計とする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、火災及

び爆発の発生を防止する機能を有するのでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

5 

二 火災及び爆発の発生を早期に感知し、

及び消火すること。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれ

ないよう、放出前廃液を排水する施設（排水監視施設）を除き、廃棄物の処理、管

理、受入れ施設には自動火災報知設備を設け、廃棄物管理施設の各施設（固体廃棄

物減容処理施設を除く。）から管理機械棟の集中監視設備に、及び固体廃棄物減容

処理施設は当該施設の運転監視室の集中監視設備に表示するとともに、警備所にも

表示する設計とすることにより火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び自動又は

手動にて消火する設計とする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、火災及

び爆発の発生を早期に感知し、及び消火する機能を有するのでな

く、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

6 

三 火災及び爆発の影響を軽減すること。 （設計方針） 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれ

ないよう、防火区画を設けて建家内で発生するおそれのある火災の影響を 小限に

抑えるとともに、廃棄物管理施設の管理区域内には可燃性の物を、原則、設置及び

保管しない。やむを得ず管理区域に保管が必要なもの（作業上必要なマニュアルや

防護資材等）は、必要 小限、かつ鋼製扉を有する保管棚内に保管し、使用の都度、

必要な量を持ち出す管理を行うことにより、火災及び爆発の影響を軽減する設計と

する。 

また、火災時にあっても延焼により安全機能に影響がないよう、伝熱及び輻射熱

を考慮して、使用材料の表面温度が耐熱温度を超えないように設計する。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、火災及

び爆発の影響を軽減する機能を有するのでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 



( 4 / 25 ) 
 

No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

7 

（廃棄物管理施設の地盤） 

第五条 廃棄物管理施設は、次条第二項の

規定により算定する地震力（安全上重要な

施設にあっては、同条第三項の地震力を含

む。）が作用した場合においても当該廃棄

物管理施設を十分に支持することができ

る地盤に設けなければならない。 

（設計方針） 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設の各建家・設備の支持地盤の許容

支持力について、「建築基礎構造設計指針」を参考に、室内土質試験結果、標準貫入

試験結果及び平板載荷試験結果に基づいて評価すると次のようになる。また、固体

廃棄物減容処理施設の建家・設備の支持地盤の許容支持力については、「国土交通

省告示第 1113 号」を参考に、標準貫入試験結果に基づいて評価を行う。 

a) 建家・設備の基礎 (装置基礎を含む)を直接基礎とする場合の許容支持力度を、

見和層上部層の上位の砂層及び下位の砂層について、平板載荷試験結果に基づい

て算定すると、根入れ深さによる効果を無視したとしても、それぞれ 127.4kN／

m2 及び 343.2kN／m2 を超えている。また、見和層上部層のシルト層における許容

支持力度について、室内土質試験の結果に基づいて算定すると、基礎底面の 小

幅による効果及び基礎の根入れ深さによる効果を無視したとしても、三軸圧縮試

験結果から、127.4kN／m2 を超えている。 

b) 建家・設備の基礎を杭基礎とする場合は、見和層上部層の下位の砂層における

Ｎ値がほとんどの位置において標準貫入試験の上限値である 50 以上に達してい

ることから、この層に支持させることにより、十分な支持力を得ることができる。 

これらに基づき、建家・設備の基礎計画に当たっては、当該建家・設備の構造、

常時接地圧、耐震設計上の重要度分類を考慮して支持地盤及び基礎形式の選定を行

うこととする。特に耐震設計上の重要度分類Ｂクラスの建家・設備については見和

層の上部層を支持地盤とし、基礎を直接基礎とする場合は、常時接地圧が 127.4kN

／m2 を超えるものは見和層上部層の下位の砂層に支持させ、また、基礎を杭基礎と

する場合は、Ｎ値が 50 以上の層に支持させる、もしくは、杭一本当たりの支持力

及び引抜力に対する支持性能を有する設計とする。 

また、建家・設備の常時接地圧は、平板載荷試験結果に基づく許容支持力度の推

定結果に裕度を見込み、 大でも 245.1kN／m2 を超えないように設計する。 

なお、耐震設計上の重要度分類Ｂクラスの施設又は設備の入っている施設は廃液

処理棟、β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟Ⅳ、α固体処理棟、廃液貯留施設

Ⅰ、廃液貯留施設Ⅱ、α固体貯蔵施設、固体廃棄物減容処理施設である。 

廃棄物管理施設は、安全機能の喪失（地震に伴って発生するおそれがある津波及

び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を含む。）を想定しても一般公衆に対す

る放射線影響が小さい（５ミリシーベルトを超えるおそれがない）施設であり、許

可基準規則に定める耐震重要施設を有しない。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、廃棄物

管理施設の地盤に係るものでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

8 

２ 安全上重要な施設は、変形した場合に

おいてもその安全機能が損なわれるおそ

れがない地盤に設けなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

共用設備及び移動モニタリング設備は安全上重要な施設では

ないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

 

9 

３ 安全上重要な施設は、変位が生ずるお

それがない地盤に設けなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

共用設備及び移動モニタリング設備は安全上重要な施設では

ないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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10 

（地震による損傷の防止） 

第六条 廃棄物管理施設は、地震力に十分

に耐えることができるものでなければな

らない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設の耐震設計上の重要度を、地震により発生する可能性のある放射

線による環境への影響の観点から以下のように分類し、それぞれ耐震設計上の重要

度に応じた耐震設計を行う。 

Ｓクラス：自ら放射性物質を内蔵している施設、当該施設に直接関係しておりその

機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性のある施設、これら

の施設の機能喪失により事故に至った場合の影響を緩和し、放射線によ

る公衆への影響を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの

重要な安全機能を支援するために必要となる施設並びに地震に伴って

発生するおそれがある津波による安全機能の喪失を防止するために必

要となる施設であって、環境への影響が大きいものをいう。上記に規定

する「環境への影響が大きい」とは、敷地周辺の公衆の実効線量が５ミ

リシーベルトを超えることをいう。 

Ｂクラス：安全機能を有する施設のうち機能喪失した場合の影響がＳクラス施設と

比べ小さく、限定的な遮蔽能力及び閉じ込め能力を期待する施設 

Ｃクラス：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般産業施設又

は公共施設と同等の安全性が要求される施設 

廃棄物管理施設は、第一条（定義）における安全上重要な施設の有無の確認の結

果、いずれの施設も外部事象による安全機能の喪失により、公衆又は従事者に過度

の放射線障害を及ぼすおそれはない。したがって、Ｓクラス施設はなく、Ｂクラス

及びＣクラス施設のみである。 

ＢクラスとＣクラスの区分に関しては、地震の発生を想定した安全機能の喪失を

仮定し、公衆の被ばく線量評価結果に基づき、基本的には公衆の被ばく線量が50μ

Svを超える施設をＢクラスに、またこれ以下の施設をＣクラスに分類する。 

ただし、α核種を含む固体廃棄物を処理する設備については、地震時の閉じ込め

機能をより確かなものとするため、50μSv以下であっても耐震Ｂクラスとしてい

る。また、α核種を含まない固体廃棄物を処理する設備のうち飛散しやすい焼却灰

を取り扱う設備については、同様に、50μSv以下であっても耐震Ｂクラスとしてい

る。さらに、α核種を含まない高線量の廃棄物を受入又は処理する設備は、地震時

の遮蔽機能をより確かなものとするため、50μSv以下であっても耐震Ｂクラスとし

ている。 

 

廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力は、以下のとおりとする。 

Ｂクラス及びＣクラスの施設の建家、設備及び機器については、地震層せん断

力係数Ciにそれぞれ1.5及び1.0の係数を乗じ、さらに当該建家階層以上の重量を

乗じて算定した水平地震力に耐えるように設計する。 

また、機器・配管系については、上記の地震層せん断力係数Ciにそれぞれ1.5及

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、廃棄物

管理施設の地震力に十分に耐えることができる設計を有するも

のでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

び1.0の係数を乗じた値を水平震度とし、当該水平震度を20％増しとした水平地

震力に耐えられるように設計する。 

ここで、地震層せん断力係数Cｉは、標準せん断力係数C0を0.2とし、建家、設

備及び機器の振動特性、地盤の特性を考慮して求められる値とする。 

 

11 

２ 前項の地震力は、地震の発生によって

生ずるおそれがある廃棄物管理施設の安

全機能の喪失に起因する放射線による公

衆への影響の程度に応じて算定しなけれ

ばならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、第一条（定義）における安全上重要な施設の有無の確認の結

果、いずれの施設も外部事象による安全機能の喪失により、公衆又は従事者に過度

の放射線障害を及ぼすおそれがあるものはない。したがって、Ｓクラス施設はなく、

Ｂクラス及びＣクラス施設のみを有するものとする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、廃棄物

管理施設の耐震クラスや地震力の算定についての設計を有する

ものでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

12 

３ 安全上重要な施設は、その供用中に当

該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある地震による加速度によっ

て作用する地震力に対して安全機能が損

なわれるおそれがないものでなければな

らない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。よって、耐震Ｂクラス又はＣク

ラスとして、それぞれの地震力に対して安全機能を損なわない設計とする。 

 無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

共用設備及び移動モニタリング設備は安全上重要な施設では

ないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

 

13 

４ 安全上重要な施設は、前項の地震の発

生によって生ずるおそれがある斜面の崩

壊に対して安全機能が損なわれるおそれ

がないものでなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。よって、耐震Ｂクラス又はＣク

ラスとして、それぞれの地震力に対して安全機能を損なわない設計とする。 

 無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

共用設備及び移動モニタリング設備は安全上重要な施設では

ないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

14 

（津波による損傷の防止） 

第七条 廃棄物管理施設は、その供用中に

当該廃棄物管理施設に大きな影響を及ぼ

すおそれがある津波に対して安全性が損

なわれるおそれがないものでなければな

らない 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、標高24m～40mに設置しており、その供用中に当該廃棄物管理

施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波による遡上を考慮しても、一般排水溝

と排水監視施設の接続点付近の標高は20m以上あり、津波浸水想定による津波 大

遡上高約9mに比べて十分高い位置にあること、排水監視施設と一般排水溝の間には

閉止バルブがあることから、廃棄物管理施設に津波は到達しない。したがって、津

波により廃棄物管理施設の安全性が損なわれることはなく、津波を考慮する必要は

ない。 

なお、廃棄物管理施設には安全上重要な施設は無い。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、津波に

よる損傷の防止の機能を有するものでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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15 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第八条 廃棄物管理施設は、想定される自

然現象（地震及び津波を除く。）が発生した

場合においても安全性を損なわないもの

でなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、廃棄物管理施設に影響

を及ぼし得る自然現象として、洪水、降水、風（台風）、竜巻、凍結、積雪、落雷、

地滑り、火山の影響、生物学的事象及び森林火災の 11 事象を抽出する。 

以下にこれらの自然現象に対する設計方針を示す。 

(１) 洪水 

廃棄物管理施設は、洪水・土砂災害ハザードマップによると、敷地北部を流れる

那珂川の浸水想定区域から十分離れていること、また、降水に対しては、廃棄物管

理施設は標高約24～40mの台地に設置されており、敷地に降った雨水は主に敷地を

西から東に流れるように設置した一般排水溝に流入し、排水能力を超える分は敷地

内を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れることから、設計上

考慮する必要はない。 

夏海湖が決壊した場合も、流出した湖水は、夏海湖の北側の標高約20ｍの窪地に

流入し、さらに一般排水溝に流入するため、窪地を超えた対岸の廃棄物管理施設に

湖水が到達することはない。 

これらのような地形の状況からみて、洪水の影響により廃棄物管理施設の安全性

が損なわれることはない。 

(２) 風（台風） 

水戸地方気象台の観測記録（1937 年～2013 年）における 大瞬間風速を考慮し、

建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し構造健全性を有する設計とする。 

(３) 竜巻 

大風速 69m/s の竜巻が発生した場合において、全ての施設を対象に影響を評価

した結果、事前の廃棄物の退避が困難な廃棄物の処理又は保管を行う施設の主要な

安全機能である遮蔽機能及び閉じ込め機能を有する設備は、飛来物となり得る設備

の固縛や評価対象設備への飛来物の衝突を防ぐ設備の設置により、構造健全性を維

持し安全機能を損なわない設計とする。 

消火設備のうちガス消火設備については、設備を有する建家又は設備（セル等）

に損傷は生じず、屋外に敷設している配管の損傷を防止するための対策を講じ、構

造健全性を維持し、安全機能を損なわない設計とする。 

その他の安全機能については、地震後の施設の点検と同様、竜巻襲来後には施設

を点検することや、安全機能が喪失した設備については、あらかじめ配置している

代替設備・機器（通信連絡設備においては無線連絡設備、放射線管理設備について

はサーベイメータ、消火設備については消火器や消火栓設備、火災検知設備）によ

り、人員が現場に駆けつけて対応できることを含め、必要な安全機能を損なわない

設計とする。 

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に基づき、火災、溢

水及び外部電源喪失を考慮する。 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、想定さ

れる自然現象（地震及び津波を除く。）が発生した場合において

も安全性を損なわないとする機能を有するものでなく、該当しな

い。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評価して、安全機能

の維持に影響を与えない設計とする。 

溢水については、廃棄物管理施設内で溢水が発生した場合においても、安全機能

を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損によっ

て、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることを防止できるよう堰やピ

ットを設ける設計とすることで、安全機能の維持に影響を与えない設計とする。 

外部電源喪失については、廃棄物管理施設の遮蔽機能及び閉じ込め機能を維持す

るための電力は不要であることから、外部電源喪失の影響により廃棄物管理施設の

安全性が損なわれることはない。 

設計上想定した竜巻に対しては全ての安全機能を維持する設計とし、藤田スケー

ル（以下「Ｆ」という。）２の 大風速の竜巻に対しては遮蔽機能及び閉じ込め機能

を有する設備並びに消火設備のうちガス消火設備の構造健全性を維持して必要な

場合には代替設備等の活用により安全機能を維持する。 

(４) 凍結 

水戸地方気象台の観測記録（1897 年～2013 年）の日 低気温の極値を考慮し、

廃棄物管理施設に設置する屋外設置の開放型の冷却塔については、冬季には水温を

調整するヒーター機能を有する設計とする。また、換気フィルタユニットについて

は、乾式で使用する設計とし、‐60℃まで使用できるフィルタパッキンを用いる設

計とする。 

(５) 降水 

降水に対しては、廃棄物管理施設は標高約 24～40m の台地に設置されており、敷

地に降った雨水は主に敷地を西から東に流れるように設置した 一般排水溝に流入

し、排水能力を超える分は敷地内を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿

島灘に流れることから、設計上考慮する必要はない。 

(６) 積雪 

積雪については、水戸地方気象台の観測結果（1897 年～2013 年）における 大

積雪量 32cm を考慮し、茨城県建築基準法関係法令に基づく 30 ㎝を超えることから

40 ㎝以上の積雪を考慮した設計とする。 

(７) 落雷 

主要な建家、設備には避雷設備を備え、落雷の影響で自動火災報知設備が機能喪

失しないように設計及び管理する。なお、避雷設備の保護範囲外の施設の自動火災

報値設備については、機能を損傷しないようサージキラーにより過電圧を大地に放

電するように設計されている。 

これらのことから、落雷の影響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれること

はない。 

(８) 地滑り 

廃棄物管理施設の設置位置及びその周辺には変位地形は認められず、地すべり及
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び陥没の発生した形跡も、地滑り、山崩れのおそれのある急斜面も認められないこ

とから考慮しない。 

(９) 火山の影響 

火山ガイドを参考に、敷地から半径 160km の範囲において、第四紀に活動した 32

火山のうち、廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る火山として、完新世（1 万 1700 年

前から現在）に活動があった 11 火山及び完新世に活動を行っていないが将来の活

動可能性は否定できない 2火山の計 13 火山を抽出している。 

抽出した火山の活動に関する個別評価を行った結果、廃棄物管理施設の供用期間

において、設計対応不可能な火山事象のうち、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜

面崩壊については、敷地との間に十分な離隔距離があること、火砕物密度流につい

ては、抽出した火山に関する火砕物密度流の分布範囲が廃棄物管理施設から十分に

離れていること、新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地周辺に火山活動

が確認されていないこと及び抽出した火山が敷地から十分に離れていることから、

いずれも廃棄物管理施設に影響を与えるおそれはないと評価している。 

また、設計対応が不可能な火山事象以外の火山事象の影響評価のうち、火山性土

石流、火山泥流及び洪水については、これらの事象により施設に影響を及ぼすよう

な大きな河川が周辺にないこと、火山ガスについては、敷地が太平洋に面しており、

火山ガスが滞留するような地形ではないこと、噴石及びその他の火山事象について

は、抽出した火山が敷地から 90km 以上離れていることから、廃棄物管理施設に影

響を及ぼすおそれはないとしている。 

降下火砕物の設計上の想定については、降下火砕物に起因して施設の機能喪失を

想定した場合の周辺公衆の実効線量が 5mSv を超えないため、敷地及びその周辺に

おける過去の記録を勘案し、設定するとしている。具体的には、気象庁のデータ、

文献等により、大規模な火山活動（VEI4 以上）のうち、有史以降に関東地方で降灰

の記録のある火山事象は浅間山、富士山及び桜島の噴火があるが、いずれも敷地及

びその周辺における降下火砕物の層厚は 0.5cm 以下と極微量であることから、降下

火砕物と積雪又は降水による重畳を考慮し、保守側に湿潤状態での降下火砕物の荷

重としても、降下火砕物により廃棄物管理施設の構造健全性は維持され、安全性が

損なわれることはない。そのため、施設の設計上降下火砕物の降灰は考慮する必要

はないとしている。 

なお、事業者の自主保安として、降下火砕物の除去作業に必要な保護具や資機材

を備えるとともに、火山活動を確認し降下火砕物が飛来した場合は、廃棄物の処理

を中止し、給排気設備の運転を停止する措置を講じる。 

(１０) 生物学的事象 

廃棄物管理施設の敷地内及び周辺環境から、廃棄物管理施設において想定される

生物学的事象としては、海洋生物、小動物、微生物、昆虫による影響が考えられる

が、海洋及び湖水からの取水を施設の運転に使用していないか、取水が停止しても
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

施設を停止すれば問題ないため、海洋生物や微生物によっては安全性に影響は生じ

ない。また、小動物や昆虫の侵入による影響は考えられるが、施設を停止すること

で安全機能が損なわれることはない。 

(１１) 森林火災 

廃棄物管理施設の敷地外で発生した森林火災が敷地内の草木に延焼した場合の

影響について、大洗研究所外で発生した火災が飛び火し、敷地内の落ち葉及び立木

へと延焼するシナリオを想定し、施設に隣接する立木にまで燃え広がった時の施設

外壁面温度を、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」を参考に独自の方法で

評価した結果、施設外壁温度の 高温度は約 160℃であり、一般にコンクリートの

強度に影響がないとされている耐熱温度（200℃）には達しないこと、また、施設

の内部の 高温度が設備、機器の材料の耐熱温度を下回ることから、施設の安全機

能が損なわれことはない。森林火災の二次的な影響として想定されるばい煙及び有

毒ガスに対しても、廃棄物管理施設は、施設を速やかに停止できることから、施設

の安全機能が損なわれるおそれはない。 

これらのことから、森林火災の影響により廃棄物管理施設の安全性が損なわれ

ることはない。 

(１２) ばい煙 

火災に伴い発生するばい煙に対して、廃棄物管理施設は、施設を速やかに停止で

きることから、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

(１３) 自然現象の組合せ 

施設の影響（荷重（地震、積雪又は降下火砕物）、浸水（洪水又は降水）、温度（凍

結又は外部火災）及び電気（落雷））について、洪水と降水、積雪と凍結、降下火

砕物と降水、降下火砕物と積雪のように自然現象の組合せを想定し、想定される荷

重を組み合わせた場合においても、安全機能を損なうおそれがない設計とする。ま

た、影響軽減のための対策を講じる。 
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２ 廃棄物管理施設は、事業所又はその周

辺において想定される当該廃棄物管理施

設の安全性を損なわせる原因となるおそ

れがある事象であって人為によるもの（故

意によるものを除く。）に対して安全性を

損なわないものでなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に、廃棄物管理施設に影響を及

ぼし得る人為事象（故意によるものを除く。）として、飛来物（航空機落下等）、ダ

ム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁波

障害の 7事象を抽出する。 

以下にこれらの事象に対する設計方針を示す。 

 

(１) 飛来物（航空機落下等） 

廃棄物管理施設の南西 15 ㎞地点には、百里飛行場がある。また、廃棄物管理施

設の上空には航空路があるが、航空機は、原則として原子炉のある大洗研究所上空

を飛行することを制限されている。 

「実用発電用原子炉施設への航空機落下確率に対する評価基準について（内規）

（平成 14・07・29 原院第 4号、一部改正 平成 21・06・25 原院第 1号）」（以下「評

価基準」という。）に基づき、評価対象とする航空機落下事故を、廃棄物管理施設

周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛行中の民間航空機、自

衛隊機及び米軍機を選定した。 

廃棄物管理施設の航空機落下確率を評価基準に基づき評価した結果、廃棄物管

理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛行中の民間航

空機、自衛隊機及び米軍機が本施設に落下する確率は、基準に定められた標準的な

面積 0.01km2 を各建家に用いた場合は、約 8.7×10-8 回／施設・年であり、廃棄

物管理施設の各建家の近接の程度に応じて、それぞれ独立した半径 100m の円に入

るように、敷地北部の建家を東側と西側に、敷地東部は固体廃棄物減容処理施設と

して評価した場合は、約 1.3×10-8～約 8.5×10-8 となり、10-7 回／施設・年を

下回ることから、航空機落下に対する防護設計を要しない。 

また、航空機落下による火災の影響は、航空機落下の可能性を無視できない範囲

の中で発火点から施設までの距離（離隔距離）が も短いα固体処理棟の他、森林

火災の影響を評価した固体集積保管場Ⅱを評価対象とし、落下確率が高いことか

ら、落下する航空機を自衛隊又は米軍機の機体及び有視界の飛行方式の民間機と

し、近隣を飛行する航空機のうち も搭載燃料量が大きい F-15 戦闘機が落下して

燃料の全部が発火した場合を想定し評価した。その結果、α固体処理棟及び固体集

積保管場Ⅱの壁の外表面温度はコンクリートの許容温度 200℃を超えないこと、ま

た、施設の内部の 高温度が設備、機器の材料の耐熱温度を下回ることから、施設

の安全機能が損なわれことはない。 

航空機落下による火災の二次的な影響として想定されるばい煙及び有毒ガスに

対しても、廃棄物管理施設は、施設を速やかに停止できることから、施設の安全機

能が損なわれるおそれはない。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、人為に

よるもの（故意によるものを除く。）に対して安全性を損なわな

いものとする機能を有するものでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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(２) ダム崩壊 

廃棄物管理施設の近くには、ダムの崩壊により本施設に影響を及ぼすような河川

はない。 

また、敷地内にある夏海湖が決壊した場合を想定しても、湖水は廃棄物管理施設

の標高に比べて十分低い一般排水溝又は敷地北部の谷地に流れるため、廃棄物管理

施設の安全性を損なうことはない。 

 

(３) 施設内貯槽の決壊 

廃棄物管理施設において、貯槽を内蔵する建家は、貯槽が決壊した場合でも廃液

を受けることができる堰、ピットを有しているため、廃液があふれることはなく、

廃棄物管理施設の安全性を損なうことはない。 

 

(４) 近隣工場等の火災 

廃棄物管理施設の近傍に工場はなく、敷地の西側に日本核燃料開発株式会社及

び日揮株式会社があるが、いずれの企業も技術開発や研究が中心であり、廃棄物管

理施設から十分な距離がある。 

敷地内において、危険物施設は 36 施設、少量危険物 貯蔵・取扱所は 23 施設で、

このうち 5 施設は屋外貯蔵所である。これらの施設は消防法に基づく基準により設

置され、その多くが地下又は屋内施設であり、外部からの火災の発生は想定しえな

い。 

一方、外部からの火災の発生が懸念される屋外貯蔵所 5 施設のうち、廃棄物管理

施設からもっとも近い屋外タンクは、β・γ固体処理棟Ⅲの南東約 400ｍにあるＡ

重油タンクであるが、万一そのタンクの火災となった場合でも、施設外壁の温度上

昇はわずかなため、火災、爆発の事故を考慮する必要はない。 

また、構内を走行するタンクローリについても、消防法の基準に基づくものを使

用し、大洗研究所で定める関連規則に基づき誘導員の配置及びタンクローリの徐行

を行い、各施設で管理、運用しているため、外部からの火災の発生源となることは

ない。もし、建家の も近くを走行及び停止して給油するタンクローリが 大積載

容量の重油 10,000Ｌを積んだ状態で爆発した場合でも、走行及び停止して給油する

道路から建家までの距離が 14m 以上離れているため、施設外壁の温度上昇はコンク

リートの許容温度 200℃以下となる。衝撃については建家の保有水平体力を上回る

が、建家との距離が 短となる給油中は建家との間に緩衝材を設置する対策を施す

ことにより、建家の安全機能は維持される。 

さらに、航空機落下による火災の影響と森林火災の影響の重畳を考慮しても、許

容温度を超えることはなく、施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

近隣工場等の火災の二次的な影響として想定されるばい煙及び有毒ガスに対し

ても、廃棄物管理施設は、施設を速やかに停止できることから、施設の安全機能が
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

損なわれるおそれはない。 

これらのことから、近隣工場等の火災によって廃棄物管理施設は安全性を損なう

ことはない。 

 

(５) 有毒ガス 

廃棄物管理施設の近傍に有毒ガスの発生源となる化学物質を取り扱う工場及び

施設はないため、有毒ガスによる敷地外からの影響については考慮する必要はな

い。 

敷地内の廃棄物管理施設以外の施設については、試験研究等に使用するため化

学物質を所有する施設があるが、これらの化学物質は大洗研究所で定める関連規則

（毒物及び劇物管理規則、化学物質管理規則、危険物災害予防規程）に基づき、各

施設で管理、運用しているため、廃棄物管理施設の安全性を損なうことはない。 

なお、万一、施設周辺で有毒ガスが発生した場合でも、廃棄物管理施設は、施設

を速やかに停止でき、その後監視する必要がない。 

これらのことから、有毒ガスによって廃棄物管理施設は安全性を損なうことは

ない。 

 

(６) 船舶の衝突 

廃棄物管理施設から も近い海上交通路としては、敷地の北北東約 5km に大洗

港があり、大洗から苫小牧港への長距離フェリーが商船三井フェリーによって運航

されているが、廃棄物管理施設からは十分な距離が離れている。また、廃棄物管理

施設は標高 24～40ｍに設置され、津波を考慮しても、廃棄物管理施設に船舶が衝

突することはないことから、設計上考慮する必要はない。 

 

(７) 電磁波障害 

廃棄物管理施設には電磁波障害を受ける機器はないため、施設の安全機能が損な

われるおそれはない。 
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

17 

（廃棄物管理施設への人の不法な侵入等

の防止） 

第九条 事業所には、廃棄物管理施設への

人の不法な侵入、廃棄物管理施設に不正に

爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え、又は他の物件を損傷するお

それがある物件が持ち込まれること及び

不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁

止等に関する法律（平成十一年法律第百二

十八号）第二条第四項に規定する不正アク

セス行為をいう。）を防止するための設備

を設けなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、事業所として、廃棄物管理施設への人の不法な侵入、施設内

の人による核物質の不法な移動、廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有す

る物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込

まれること及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成

十一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。）を

防止するための設備を設ける設計とする。 

廃棄物管理施設は、障壁で事業所の敷地を区画して、人の立入り制限するための

区域を設定することにより廃棄物管理施設への第三者の不法な近接を防止する設

計とする。また、廃棄物管理施設に搬入される郵便物や宅配物については、大洗研

究所南門の警備所に確認場所を設け、検査装置を用いて、不正な物品が持ち込まれ

ないよう確認を行う。検査装置で確認できない場合は、開梱による確認を行う。な

お、不審物（例えば、差出人不明や紐が付いている（爆発物導火線）もの）は開封

せず敷地内へ搬入しない設計とする。 

廃棄物管理施設は、建家の壁及び扉で区画して、業務上立ち入る者以外の者の建

家内への立ち入りを制限するとともに、不正に爆発性又は易燃性を有する物件その

他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持ち込みを防止す

る設計とする。 

廃棄物管理施設の管理区域は、境界に区画や立入り制限の措置を施すことによ

り、業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限するとともに、管理区域の通常出

入口は、物品搬出入のための出入口及び管理区域側からのみ開くことのできる退避

時の出口を除き、1箇所で設計する。また、不正に爆発性又は易燃性を有する物件そ

の他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持ち込みを防止

するため、管理区域への物品の持ち込みに際しては、汚染検査室において搬入管理

を行う設計とする。具体的には、汚染検査室で物品を開梱し不正な物品でないこと

を目視で確認する設計とする。ただし、廃棄物パッケ－ジ、運搬容器、大型機器と

いった自動車を用いての搬入に際しては、搬入口において搬入管理を行う設計とす

る。 

廃棄物管理施設は、事業所内外の電子計算機から当該特定電子計算機に電気通信

回線を通じてアクセスして制御や操作を行う設備及び系統・機器に不正にアクセス

できない設計とする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、廃棄物

管理施設への人の不法な侵入等の防止する機能を有するもので

なく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

18 

（核燃料物質の臨界防止） 

第十条 廃棄物管理施設は、核燃料物質が

臨界に達するおそれがある場合には、臨界

を防止するために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物は、核燃料物質で汚染されたもの等であ

るが、核燃料物質で汚染された廃棄物は固体廃棄物のみであり、取り扱う固体廃棄

物中の容器あたりの核燃料物質の重量を制限していることから、臨界に達するおそ

れがない設計である。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、核燃料

物質で汚染された廃棄物を取り扱うものでなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

19 

（安全機能を有する施設） 

第十一条 安全機能を有する施設は、その

安全機能の重要度に応じて、その機能が確

保されたものでなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設の安全機能を有する施設については、その安全機能の喪失を仮定

して重要度を区分し、必要な安全機能を確保する設計とする。 

安全機能を有する施設の内、機能喪失により公衆又は従事者に放射線障害を及ぼ

すおそれがある施設を、安全上重要な施設とする。 

安全上重要な施設を選定した結果、何れの施設においてもその機能の喪失によ

り、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるものはない。また、安全設

計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に放射線障害を及ぼす事象

はない。そのため、廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はない。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

共用設備及び移動モニタリング設備は安全上重要な施設では

ないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

 

20 

２ 安全機能を有する施設を他の原子力施

設と共用し、又は安全機能を有する施設に

属する設備を一の廃棄物管理施設におい

て共用する場合には、廃棄物管理施設の安

全性を損なわないものでなければならな

い。 

（設計方針） 

安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用する設備としては、商用系電源、

放射線管理施設のうち固定モニタリング設備及び気象観測設備、通信連絡設備のう

ち所内内線電話設備、加入電話設備（固定電話、携帯電話、ファクシミリ、衛星携

帯電話）及び構内一斉放送設備、周辺監視区域用フェンスがある。 

このうち、安全機能を有する大洗研究所（北地区）原子炉施設に属する放射線管

理施設のうち固定モニタリング設備並びに通信連絡設備のうち緊急時対策所に設

置する加入電話設備（固定電話、携帯電話、ファクシミリ、衛星携帯電話）及び構

内一斉放送設備を、廃棄物管理施設にて共用する。 

廃棄物管理施設内では受電設備及び予備電源を共用している。これらの共用施設

で故障等が発生した場合には、予備設備、代替設備及び代替機器により廃棄物管理

施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

有 無 

（基準規則の該当の有無） 

基準規則に該当する。 

共用施設で故障等が発生した場合には、予備設備、代替設備及

び代替機器により廃棄物管理施設の安全性を損なわない設計と

している。 

なお、移動モニタリング設備は、共用施設でなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

廃棄物管理施設の設計変更はなく、既許可の設計方針に変更は

ない。 

本変更は、大洗研究所（北地区）原子炉施設の設置許可に属す

る放射線管理施設のうち固定モニタリング設備並びに通信連絡

設備のうち緊急時対策所に設置する加入電話設備（固定電話、携

帯電話、ファクシミリ、衛星携帯電話）及び構内一斉放送設備を、

廃棄物管理施設にて共用すると所管を明確化するものである。 

共用する場合に廃棄物管理施設の安全性を損なわないものと

する設計に影響はなく、設計変更等は生じない。 
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No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

21 

３ 安全機能を有する施設は、当該施設の

安全機能を確認するための検査又は試験

及び当該安全機能を健全に維持するため

の保守又は修理ができるものでなければ

ならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設の安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能が維持されるこ

とを確認するために、その機能の重要度に応じて、設備の運転中又は停止中に定期

的に試験又は検査ができる設計とし、施設管理実施計画に確認することを定め、遵

守する。また、保守及び修理を行えるよう設計する。 

 

有 無 

（基準規則の該当の有無） 

基準規則に該当する。 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、安全機

能が維持されることを確認するために、その機能の重要度に応じ

て、設備の運転中又は停止中に定期的に試験又は検査ができる設

計としている。 

他の施設と共用する施設のうち、固定モニタリング設備は、放

射線管理機能を、加入電話設備及び構内一斉放送設備は、通信連

絡機能を有する設計としている。 

移動モニタリング設備は、放射線管理機能を有する設計として

いる。 

 

（設計変更の有無） 

廃棄物管理施設の設計変更はなく、既許可の設計方針に変更は

ない。 

本変更は、大洗研究所（北地区）原子炉施設の設置許可に属す

る放射線管理施設のうち固定モニタリング設備並びに通信連絡

設備のうち緊急時対策所に設置する加入電話設備（固定電話、携

帯電話、ファクシミリ、衛星携帯電話）及び構内一斉放送設備を、

廃棄物管理施設にて共用すると所管を明確化するものである。 

また、移動モニタリング設備は、記載を削除するものである。 

他の施設と共用する施設の運転中又は停止中に定期的に試験

又は検査ができる設計に影響はなく、設計変更等は生じない。 

 

22 

４ 安全上重要な施設又は当該施設が属す

る系統は、廃棄物管理施設の安全性を確保

する機能を維持するために必要がある場

合には、多重性を有しなければならない。 

（設計方針） 

当該廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないため、系統の多重性は必要と

しない。 

 無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

共用設備及び移動モニタリング設備は安全上重要な施設では

ないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 
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設計変更 

の有無 
その理由 

23 

（設計 大評価事故時の放射線障害の防

止） 

第十二条 廃棄物管理施設は、設計 大評

価事故（安全設計上想定される事故のう

ち、公衆が被ばくする線量を評価した結

果、その線量が 大となるものをいう。）が

発生した場合において、事業所周辺の公衆

に放射線障害を及ぼさないものでなけれ

ばならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設の安全設計上想定される事故を想定し、安全設計上想定される事故の

うち、公衆が被ばくする線量を評価した結果、固体廃棄物減容処理施設で発生する事

故による線量が 大となるが、その場合においても、設計 大評価事故時に公衆が被

ばくする線量の評価値が、発生事故あたり５ミリシーベルト以下であり、事業所周辺

の公衆に放射線障害を及ぼすおそれはない。 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、放射線

廃棄物を取り扱う施設設備でなく、設計 大評価事故時の放射線

障害の防止の設計方針に該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

24 

（処理施設） 

第十三条 廃棄物管理施設には、必要に応

じて、次に掲げるところにより、核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律施行令（昭和三十二年政令第三百二十

四号）第三十二条第二号に規定する処理を

行うための施設を設けなければならない。 

一 受け入れる放射性廃棄物を処理するた

めに必要な能力を有するものとすること。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有す

る設計とする。 

廃棄物管理施設には、受け入れる液体廃棄物を、その性状、含まれる放射性物質の

種類及び量に応じて処理するため、廃液処理棟に廃液蒸発装置Ⅰ、廃液蒸発装置Ⅱ及

びセメント固化装置を収納し、廃液貯留施設Ⅰに処理済廃液貯槽を、排水監視施設に

排水監視設備を収容し、処理するために必要な能力を有するようにするため、年間で

事業所から発生する液体廃棄物及び近隣の事業者から処理を委託される液体廃棄物

の総量を処理できる設計とする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、必要な

能力を有する放射性廃棄物を処理する施設でなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

25 

二 処理に伴い生じた放射性廃棄物を排出

する場合は、周辺監視区域の外の空気中及

び周辺監視区域の境界における水中の放

射性物質の濃度を十分に低減できるよう、

廃棄施設に接続する排気口の設置その他

の必要な措置を講ずるものとすること。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、処理に伴い生じた液体状及び気体状の放射性廃棄物を排出す

るにあたっては、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の

放射性物質の濃度を十分に低減し、周辺監視区域外の平常時における廃棄物管理施設

からの環境への放射性物質の放出に伴う公衆の受ける線量が、直接線及びスカイシャ

イン線により公衆の受ける線量と合わせて「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標

値に関する指針」（昭和 50 年 5 月 13 日 原子力安全委員会決定）において定める線

量目標値（50μSv／年以下）が達成できるよう、処理施設で発生する気体廃棄物は、

廃棄施設を経由して排気口から放出する。同様に、液体廃棄物は、廃棄物管理施設か

ら発生した放射性廃棄物とともに蒸発処理を行い、処理済廃液は希釈し、放射性物質

の濃度が「線量告示」に定められている周辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回

っていることを確認した後、排水口から放出する設計とする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、放射性

廃棄物を排出する処理施設でなく、該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 

26 

（管理施設） 

第十四条 廃棄物管理施設には、次に掲げ

るところにより、放射性廃棄物を管理する

施設を設けなければならない。 

一 放射性廃棄物を管理するために必要な

容量を有するものとすること。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、廃棄体を管理する施設として固体集積保管場Ⅰ、固体集積保管

場Ⅱ、固体集積保管場Ⅲ、固体集積保管場Ⅳ、α固体貯蔵施設の建家及び設備を構成

し、放射性廃棄物を貯蔵・管理できる能力を有することとするため、管理する放射性

廃棄物の年間での増加を考慮して、5年後にあっても満杯とならない設計とする。 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、必要な

容量を有する放射性廃棄物を管理する施設ではないことから該

当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

27 

二 管理する放射性廃棄物の性状を考慮

し、適切な方法により当該放射性廃棄物を

保管するものとすること。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、放射性廃棄物の過積載

により 下段に積載された廃棄体の損壊のおそれがないよう、廃棄物パッケージごと

に、安全性が確保できる適切な定置方法により貯蔵する。 無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、適切な

方法により放射性廃棄物を保管する施設ではないことから該当

しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

28 

三 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照

射により発生する熱によって過熱するお

それがあるものは、冷却のための必要な措

置を講ずるものとすること。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によ

って過熱するおそれがあるものを受け入れることはなく、また、発火、爆発の恐れの

ない安全性が確認されたものを受け入れることから、冷却のための必要な措置を要し

ない。 
無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、放射性

廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって過

熱するおそれがあるものを受け入れることはないことから該当

しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

29 

（計測制御系統施設） 

第十五条 廃棄物管理施設には、必要に応

じて、放射性廃棄物を限定された区域に閉

じ込める機能その他の機能が確保されて

いることを適切に監視することができる

計測制御系統施設を設けなければならな

い。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他の機

能が確保されていることを適切に監視することができる計測制御系統施設を設ける

設計とする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、放射性

廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能の監視を要しないこ

とから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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30 

２ 廃棄物管理施設には、安全設計上想定

される事故により当該廃棄物管理施設の

安全性を損なうおそれが生じたとき、次条

第二号の放射性物質の濃度若しくは線量

が著しく上昇したとき又は廃棄施設から

放射性廃棄物が著しく漏えいするおそれ

が生じたときに、これらを確実に検知して

速やかに警報する設備を設けなければな

らない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故により当該廃棄物管理施設の安全

性を損なうおそれが生じたとき、事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度

若しくは線量が著しく上昇したとき又は廃棄施設から放射性廃棄物が著しく漏えい

するおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を以下の

ように備える設計とする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、放射性

物質の濃度若しくは線量が著しく上昇したとき検知して警報す

る設備を要しないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

31 

（放射線管理施設） 

第十六条 事業所には、次に掲げるところ

により、放射線管理施設を設けなければな

らない。 

一 放射線から放射線業務従事者を防護す

るため、線量を監視し、及び管理する設備

を設けること。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、放射線から放射線業務従事者を防護するため、被ばく線量を

十分に監視及び管理するための、廃棄物管理施設の主要な箇所における線量率及び空

気中の放射性物質濃度を測定、監視できる設備を設ける。 

管理区域内主要箇所の作業環境監視を行う放射線監視設備として、作業環境モニタリ

ング設備を設ける。 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、主要な

箇所における線量率及び空気中の放射性物質濃度を測定、監視で

きる設備ではないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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32 

二 事業所及びその境界付近における放射

性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定

する設備を設けること。 

（設計方針） 

事業所には、事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及び線量を監視

し、及び測定するため、以下の設備を設ける設計とする。 

平常時においては、「発電用軽水型原子炉施設における放出放射性物質の測定に関

する指針」（昭和 53 年 9 月 29 日原子力委員会決定）を参考に、固定モニタリング設

備により周辺監視区域周辺の放射線量及び放射性物質濃度及び量を監視及び測定す

る設計とする。 

また、事故時においては、「発電用軽水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関

する審査指針」（昭和 56 年 7 月 23 日原子力安全委員会決定）を参考に、固定モニタ

リング設備により、廃棄物管理施設周辺、予想される放射性物質の放出経路において、

放射線量及び放射性物質濃度及び量を監視及び測定する。さらに、排気モニタリング

設備、エリアモニタ、室内空気モニタ及びローカルサンプリング装置並びに放射線サ

ーベイ用機器を備えており、放射線源、放出点における放射線量及び放射性物質濃度

及び量を監視及び測定する設計とする。 

有 無 

（基準規則の該当の有無） 

基準規則に該当する。 

移動モニタリング設備（モニタリングカー）は、廃棄物管理施

設周辺、予想される放射性物質の放出経路において、放射線量及

び放射性物質濃度及び量を監視及び測定する設計を有している。 

 

（設計変更の有無） 

移動モニタリング設備は、固定モニタリング設備とともに、廃

棄物管理施設周辺、予想される放射性物質の放出経路において、

放射線量及び放射性物質濃度及び量を監視及び測定する設計と

しており、移動モニタリング設備の削除は、設備の変更である。 

移動モニタリング設備は削除するが、固定モニタリング設備に

よって、周辺監視区域周辺の放射線量及び放射性物質濃度及び量

を監視及び測定する設計に変更がなく、また、事故時の固定モニ

タリング設備、排気モニタリング設備、エリアモニタ、室内空気

モニタ及びローカルサンプリング装置並びに放射線サーベイ用

機器により、放射線源、放出点における放射線量及び放射性物質

濃度及び量を監視及び測定することができる。 

よって、事業所及びその境界付近における放射性物質の濃度及

び線量を監視し、及び測定する設備を設ける設計方針に変更はな

い。 

なお、移動モニタリング設備は、原子力防災資機材の一部とし

て自主配備する。 
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三 放射線から公衆及び放射線業務従事者

を防護するため、必要な情報を適切な場所

に表示する設備を設けること。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、廃棄

物管理施設の各施設における管理区域の入口に、当該施設の放射線量・空気中の放射

性物質の濃度及び床面の放射性物質の表面密度を表示できる設備を設けることによ

り、放射線業務従事者が安全に管理区域内の状況を認識できるものとする。なお、公

衆に対し、固定モニタリング設備からの情報を表示できる設備を設ける。 

また、管理区域における空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度及び床面の放射性

物質の表面密度は、各施設の放射線業務従事者が閲覧できる場所にそれぞれ表示する

設計とする。 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、管理区

域入口の表面密度等を表示する設備ではないことから該当しな

い。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 



( 23 / 25 ) 
 

No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 
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（廃棄施設） 

第十七条 廃棄物管理施設には、周辺監視

区域の外の空気中及び周辺監視区域の境

界における水中の放射性物質の濃度を十

分に低減できるよう、必要に応じて、当該

廃棄物管理施設において発生する放射性

廃棄物を処理する能力を有する廃棄施設

（放射性廃棄物を保管廃棄する施設を除

く。）を設けなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設において発生する液体廃棄物は、周辺監視区域の境界における水中

の放射性物質の濃度を十分に低減できるよう蒸発処理を行い、処理済廃液の放射性物

質の濃度が高い場合は希釈し、放射性物質の濃度が「線量告示」に定められている周

辺監視区域外の水中の濃度限度を十分下回る廃棄施設を設ける。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、、廃棄

施設ではないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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２ 廃棄物管理施設には、十分な容量を有

する放射性廃棄物を保管廃棄する施設を

設けなければならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設には、廃棄物管理施設から発生する固体廃棄物について、廃棄物管

理施設の固体廃棄物の受入れ施設に引き渡すまでの間一時保管するために必要な容

量を有する保管廃棄設備を、廃液処理棟、β・γ固体処理棟Ⅰ、β・γ固体処理棟Ⅱ、

β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟Ⅳ、α固体処理棟、廃液貯留施設Ⅰ、β・γ

一時格納庫Ⅰ、α一時格納庫、管理機械棟に設ける設計とする。 

保管廃棄設備は、金属製の保管容器で、廃棄物発生に伴い一時保管し、受入れ施設

に引き渡すまでの間保管するために必要な容量を有する設計とする。 

なお、廃棄物管理施設には、規則に規定される廃気槽、廃液槽及び保管廃棄施設に

該当する設備はないが、一時保管するための保管廃棄設備はある。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、一時保

管するための保管廃棄設備を有しないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 



( 24 / 25 ) 
 

No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 
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（予備電源） 

第十八条 廃棄物管理施設には、外部電源

系統からの電気の供給が停止した場合に

おいて、監視設備その他必要な設備に使用

することができる予備電源を設けなけれ

ばならない。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、次のとおり、外部電源喪失時においても、監視設備その他必要な

設備に電気を供給する予備電源を設ける。 

有 無 

（基準規則の該当の有無） 

基準規則に該当する。 

移他の施設と共用する施設である固定モニタリング設備並び

に通信連絡設備、加入電話設備及び構内一斉放送設備について

は、廃棄物管理施設及び大洗研究所等から一部の受電設備及び予

備電源を共用する設計としている。 

 

（設計変更の有無） 

廃棄物管理施設の設計変更はなく、既許可の設計方針に変更は

ない。 

本変更は、大洗研究所（北地区）原子炉施設の設置許可に属す

る放射線管理施設のうち固定モニタリング設備並びに通信連絡

設備のうち緊急時対策所に設置する加入電話設備（固定電話、携

帯電話、ファクシミリ、衛星携帯電話）及び構内一斉放送設備を、

廃棄物管理施設にて共用すると所管を明確化するものである。 

また、移動モニタリング設備は、記載を削除するものである。 

他の施設と共用する施設の受電設備及び予備電源を共用する

設計に影響はなく、設計変更等は生じない。 
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（通信連絡設備等） 

第十九条 事業所には、安全設計上想定さ

れる事故が発生した場合において事業所

内の人に対し必要な指示ができるよう、警

報装置及び通信連絡設備を設けなければ

ならない。 

（設計方針） 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故が

発生した場合において、施設内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び管

理機械棟から固体廃棄物減容処理施設を除く施設内各所に通報するための通信連絡

設備として、放送設備及び施設内各所間で相互に連絡を行うためのページング設備を

設ける。また、固体廃棄物減容処理施設には、事故が発生した場合において、建家内

の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び建家内各所に通報するための通信

連絡設備として、放送設備及び相互に連絡を行うためのページング設備を設ける設計

とする。 

また、事業所内に居る全ての人に対し的確に指示ができるように、事業所内に構内一

斉放送設備を設ける設計とする。 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、事業所

内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設

備を有しないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 



( 25 / 25 ) 
 

No. 
廃棄物管理施設の位置、構造及び設備

の基準に関する規則 

基準規則の適合のための設計方針 

            （見直し方針） 注記：下線部は既許可との変更箇所 

基準規則の 

該当の有無 

設計変更 

の有無 
その理由 
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２ 事業所には、安全設計上想定される事

故が発生した場合において事業所外の通

信連絡をする必要がある場所と通信連絡

ができるよう、通信連絡設備を設けなけれ

ばならない。 

（設計方針） 

安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必

要がある場所と通信連絡ができるよう、外線電話及び外線ＦＡＸの交換機を経由する

回線及びメタル回線、携帯電話（災害時優先電話）及び衛星携帯電話の多様な方法に

よる通信連絡ができる設計としており、外部電源喪失時においても事業所の外部と確

実に通報連絡ができるものとする。 

また、廃棄物管理施設用（固体廃棄物減容処理施設を除く。）及び固体廃棄物減容処

理施設用の施設外への通信連絡設備を設ける設計とする。 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、事業所

外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡をする設備では

ないことから該当しない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 
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３ 廃棄物管理施設には、事業所内の人の

退避のための設備を設けなければならな

い。 

（設計方針） 

廃棄物管理施設は、事業所内の人の退避のための設備として、外部電源喪失時にお

いても、予備電源又は内蔵した電源で機能する避難用の照明を設備し、単純、明確か

つ永続的な標識を付けた安全避難通路を設ける設計とする。 

 

無 （対象外） 

（基準規則の該当の有無） 

他の施設と共用する施設及び移動モニタリング設備は、避難用

の標識及び安全避難通路を設けるものではないことから該当し

ない。 

 

（設計変更の有無） 

対象外 

 


